
令和７年５月２２日  

 

議会基本条例検証委員会委員長 様 

 

 

富士見市議会議長 勝 山  祥  

 

 

諮  問  書 

 

 

下記のとおり諮問します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

富士見市議会基本条例第２２条の規定に基づく富士見市議会基本条例の検

証に関する件 

 

２ 答申期限 

  令和８年１月３１日まで 

 

 


